
 
 

令和５年度 新潟市北区社会福祉協議会事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

近年、少子高齢化の進行、家族形態の変化、現役世代(担い手)の減少、地

域のつながりや人間関係の希薄化、それに伴う社会的孤立、生活困窮の問題

が顕在化しており、地域生活課題は多様化・複雑化しています。また、近年

多発する大規模自然災害や感染症対策などに対しても、柔軟な対応が求め

られています。 

   そのような課題を解決するには、従来の制度や仕組みだけでは難しく、地

域住民や地域の多様な社会資源のネットワークを活かした地域共生社会の

実現が必要とされています。 

   このような状況を踏まえ、新潟市北区社会福祉協議会では、「北区すこや

か・あんしん・支えあいプラン２０２１」の地区別計画の目標実現に向け、

地域住民同士の助け合いによる地域づくり、人材確保・育成のための地域福

祉活動を支援していきます。 

   また、地域住民や関係機関から寄せられた様々な課題や、個別の困りごと

を解決していくために、新潟市社会福祉協議会のあらゆる部門が連携し総

合的に支援する体制（総合支援型社協）を強化するとともに、地区社会福祉

協議会、地域コミュニティ協議会、自治・町内会、地区民生委員児童委員協

議会、行政、専門機関、大学、企業などとの連携･協働に努め、新潟市社会

福祉協議会の“ビジョン”である｢支えあい､ともに笑顔で暮らすまち『にい

がた』｣の実現を目指します。 

 

【北区すこやか・あんしん・支えあいプラン 2021 のイメージ図】 
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【基本理念】「だれもが安心して健康で暮らせる北区」  

【基本目標】 
１ 気づきあい･思いやり･助けあいの意識を持った地域づくり 
２ つながり、交流し、支えあう地域づくり 
３ だれもが活躍し、意欲にあふれる地域づくり 
４ 健康で安心・安全な住みやすい地域づくり 

 

８地区別計画 



 
 

Ⅱ 重点目標 

１ 地域コミュニティにおける地域福祉活動の推進・支援 

地域住民が福祉課題を共有し、課題解決に向けた活動ができるように、地 

  区社協（コミュニティ協議会）、自治・町内会に対し必要な支援を行い、地 

域福祉活動の活性化を図ります。 

（１）地域福祉の担い手となる人材の確保・育成 

（２）自治・町内会及び住民の困りごとに対する支援 

（３）コロナ禍における実施可能な範囲での住民同士の交流活動を支援 

（４）「北区すこやか・あんしん・支えあいプラン２０２１」を踏まえた地域福 

祉推進  

（５）支え合いのしくみづくり会議の推進 
 

２ 地域包括ケア推進のための見守り・生活支援の推進と総合相談体制の充実 

地域共生社会及び地域包括ケアシステム構築に向け、区内の多様な事業

主体・地域住民との協働体制を強化します。地域で見守りや生活支援の仕組

みづくりができるよう、活動の推進に努めます。 

（１）小地域ごとの活動の支援を強化 

（２）コミュニティソーシャルワークの活動強化、総合相談体制の充実 

（３）社会福祉法人の地域貢献に関するアンケート調査及び啓発 

（４）生きづらさを抱える人、ひとり親世帯等への支援 

（５）社会参加・交流の場としての子育て支援やこども食堂等への支援 

 

３ ボランティア・市民活動の推進 

身近なボランティア相談の窓口としての役割を継続しながら、地域福祉

活動を担う人材の育成・確保のために福祉教育を進めます。 

（１）北区ボランティア･市民活動センター運営委員会との連携･協働でのボラ 

ンティア講座の開催 

（２）区災害ボランティアセンターの啓発及び体制整備、研修会の開催 

（３）ボランティアカフェによるボランティア相談・交流 

（４）学校・団体・企業等に対する福祉教育の普及 

 

４ 広報・啓発活動の推進 

区社協の事業が広く区民に認知されるよう多世代に向けた広報・啓発を

行います。 

（１）多世代に向けた各種 SNS（フェイスブックやツイッター、ホームページ） 

の活用 

（２）北区の福祉課題をテーマにした地域福祉推進フォーラムの開催 

（３）社会福祉協議会の地域福祉活動､事業等を住民に伝わりやすいよう可視化 



 
 

 

５ 組織運営の充実 

一般会員会費や区社協の事業について、地区社協（コミュニティ協議会）

関係者、自治・町内会から理解が得られるよう、説明や周知を充実します。 

（１）年次総会等において、区社協の事業や会費の使い道等の説明を行い、社協 

組織への理解促進に努めます。 

（２）企画運営委員会を中心に当該年度の課題・新年度の事業について検討 

（３）北区ボランティア・市民活動センター運営委員会では、その運営・事業の 

課題を把握・検討し、センターの運営及び事業が円滑に行われるように努 

めます。 

 

Ⅲ 事業概要 －財源表記－（財源）令和５年度予算額［令和４年度予算額］／単位：千円

１ 地域コミュニティにおける地域福祉活動の推進・支援 

（１）身近な地域での支え合い活動の推進 （会費）２，０７３［２，１８５］ 

身近な地域における支え合い活動を主体的に取り組めるよう地区社協

に対し、活動交付金（前年度会費納入額の３割）を交付します。 

（２）総会の開催 

地区社協関係者、区社協役員を対象として、区社協の事業報告・事業計画

等について説明します。併せて納入された会員会費が区社協の事業として、

どのように活かされているかなどを報告し、区社協への理解を深めるとと

もに、各地区の情報交換・交流の場とします。 

（３）自治・町内会長地域福祉研修会の開催 （会費）１４２［２４６］ 

地域における最も身近な交流や見守りの単位である自治・町内会長向け

の地域福祉研修会を開催します。併せて北区社協の事業等について説明す

る機会とします。 

（４）地域福祉活動計画推進事業【重点】 （会費）３７８［３７２］ 

「北区すこやか・あんしん・支えあいプラン２０２１」の進捗評価及び推

進のため、地域福祉座談会を各地区社協の圏域ごとに開催するとともに、北

区における支え合いのしくみづくりの進捗状況を踏まえながら、地区ごと

の生活課題に対する具体的な取り組みを支援していきます。 

また、地区別計画の地域課題が解決できるように、各地区社協（コミュニ

ティ協議会）が活動を推進していくための助成支援を行ないます。 

（５）地域ふれあい助成事業  （会費、共同募金）８７８［８６９］ 

自治・町内会が行う多世代交流事業を対象に助成を行います。地域で多世

代交流が進むことにより、担い手の育成やボランティアを創出し、地域の茶

の間などの見守り事業のきっかけになることを目的としています。 

また、コロナ禍での住民同士の交流活動の支援として、高齢者や子育て世

帯等の見守り・声掛け・情報提供等の活動にも助成を継続します。 

 



 
 

（６）歳末たすけあい事業助成【新潟市共同募金委員会北区分会事業】 

歳末たすけあい募金を財源として、年末に自治・町内会などの地域コミュ

ニティ団体や福祉施設で行われる地域住民との交流を目的とした事業等を

対象に助成を行います。 

（７）生活支援体制整備事業【市委託事業】（委託料）４，９３２［５，０５５］ 

北区における支え合いのしくみづくりを進めるため、第１層（北区全域を

対象）及び第２層（各圏域を対象）に支え合いのしくみづくり会議が設置さ

れています。 

支え合いのしくみづくり会議では、支え合いのしくみづくり推進員が中

心となって多様な事業主体と連携し、資源開発や会議の運営を行います。 

※第 2層の 3圏域（松浜・南浜・濁川圏域、葛塚・木崎・早通圏域、岡方・長浦圏域） 

 

２ 地域包括ケア推進のための見守り・生活支援の推進と総合相談体制の充実 

（１）友愛訪問事業  （会費、共同募金）７０７［７１８］ 

見守りが必要なひとり暮らしの高齢者世帯等を対象に、民生委員児童委 

員等が訪問員として見守り・安否確認を行います。 

（２）見守り推進事業（会費、共同募金）８９［１０１］ 

   自治・町内会における住民同士のゆるやかな見守り活動を促進するた 

  め、自治・町内会の取り組みを支援します。 

（３）地域の茶の間（サロン）事業 （会費・市補助金）１，２７１［１，２７０］ 

自治・町内会の範囲（小地域）など身近な地域で行う地域の茶の間（サロ 

ン）の立ち上げや運営の支援を行います。 

（４）緊急情報キット配布事業 （会費、共同募金）３７６［４５２］ 

地域住民の緊急時と見守りネットワークの強化を図るため、自治・町内会 

やコミュニティ協議会を対象に緊急情報キット配布に対する助成を行い、 

活動を支援します。 

また、取り組みへの推進を図るため、自治・町内会等へ説明に出向きます。 

（５）地域の茶の間・友愛訪問事業等見守り団体研修会 

       友愛訪問事業や地域の茶の間等の見守りを行っている団体を対象とした 

研修会を開催します。関係機関とも連携し、地域的な課題に合わせて情報交 

換を行います。 

（６）おせち料理配食事業 （会費・共同募金）１，１７０［１，１１４］ 

友愛訪問事業利用者の中で年末年始に見守りが必要な世帯に対し、歳末 

たすけあい募金を財源として年末におせち料理を配食し、孤独感解消と安 

否確認を行います。 

（７）子育て支援事業 （会費、共同募金）４１８［２９３］ 

子育て家庭の不安解消や交流の機会のため、保育ボランティアの協力に 

より区社協直営の子育てサロン「ぴょんきち」を毎月開催します。 

また、子どもを対象とした居場所づくりの活動（子育てサロン、こども食 

堂等）や不定期な子育て支援活動に対しても助成を行います。 



 
 

（８）コミュニティソーシャルワーク推進事業【重点】（会費、共同募金） 

１４３［１３７］  

制度の狭間にあり支援が必要な生活困窮世帯や孤立する世帯、生きづら 

さを抱える方への相談に応じ、解決に向けた支援を行います。 

そのため、社協内及び新潟医療福祉大学や地域包括支援センター等との 

多職種連携を進め、「北区在宅医療と介護のささえあいネット」等の横断的

なネットワークを活用した取り組みを実践し、相談体制を継続していきま

す。 

 また、新たな協働や地域貢献を推進するための状況把握を目的に、区内の

社会福祉法人へ地域貢献の取り組みについてアンケート調査の実施と啓発

に取り組みます。 

（９）生きづらさを抱えた方の支援事業【拡充】（会費、共同募金）４７［３２］ 

当事者・家族を支援するための顔の見える関係づくり、連携及び必要な 

情報が必要な人に届く体制づくりを進めます。 

・ひきこもり支援連絡会の開催 ・ひきこもり相談日の開設  

・社会福祉法人等との連携などによるゆるやかな居場所の開催及び社会 

 福祉法人への生きづらさを抱えた方の支援事業（地域貢献）の周知 

（10）生活支援事業【拡充】（会費、共同募金）９６１［９６６］ 

ひとり親世帯、経済的に困窮している大学生等の心理的、経済的負担等の 

軽減をはかり、区内の様々な企業や社会福祉法人、ボランティア団体、大学 

等とつながり、継続して取り組みます。 

・社会福祉法人への生活支援事業（地域貢献）の周知 

・企業等のＣＳＲ(企業の社会的責任)活動との協働 

（11）区民向け公開講座（会費、共同募金）４４２［３４３］ 

福祉や健康に関する情報を提供する場として、区民向け公開講座を関係 

機関から協力を得ながら実施していきます。 

（12）高校進学に向けた相談支援事業（会費）５［５］ 

区内の各中学校に出向き、高校進学に必要な経済的支援（奨学金等）の情 

報が学生・保護者に行き渡るようにします。制度の利用を含めた必要な支援

を個別の訪問相談という形でコミュニティソーシャルワーカーが対応しま

す（全区共通事業）。 

（13）心配ごと相談事業（会費、共同募金）４８５［４４１］ 

豊栄さわやか老人福祉センター内の「北区さわやかなんでも相談所」にお 

いて、心配ごとなどの一般相談をはじめ専門的な相談にも対応した総合 

相談事業を継続していきます。 

また、新潟市ひきこもり支援センターと協働し、ひきこもり相談を継続し 

  て実施します。 



 
 

 

※上記の他「傾聴サロンにこっと」の自主運営で第１木曜日 10:00～15:00傾聴相談あり 

（14）生活福祉資金貸付事業【新潟県社協委託事業】（委託料）４８［４８］ 

低所得世帯等からの相談に応じ、資金の貸付と援助指導を行うことによ 

り、経済的な自立や社会参加の促進を図り、その世帯の安定した生活を確 

保することを目的とした制度です。 

（15）行旅人旅費貸付事業（その他）３［３］ 

紛失や盗難等で所持金を無くした行旅人の申請により目的地までの交通 

費の一部を貸付します。 

（16）日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、障がい者等で判断能力が不十分な方が住み慣れた地域で 

自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助等を契約により支援し

ます。 

（17）北区学習支援プログラム【市委託事業】（市委託料）３９７［５４７］ 
   経済的な理由で学習の機会に恵まれない中学生に対し、将来を見据えた学 

習習慣を身につけることを目的として、松浜地区と葛塚地区で定期的に学習 

支援員及び学生サポーターによる勉強会（学習支援）を開催します。 

（18）思いやりのひとかき運動  

   たすけあいの心を育む運動として、冬期間、自治・町内会等の申請に基づ 

き、除雪のためのスコップをバス停留所などに設置します。 

 

３ ボランティア・市民活動の推進 

（１）ボランティア・市民活動センターの運営 

（会費、共同募金、市補助金、寄付金）７９７［８３３］  

ボランティア・市民活動に関する総合的な窓口として相談に応じ、適切な

情報提供やボランティア保険加入の手続き等、活動支援を行います。 

① 北区ボランティア・市民活動センター運営委員会 

センターの運営・事業について、幅広い意見をいただき、理事会に報告し 

区民に開かれたセンター運営を目指します。 

② ボランティア・市民活動センター情報誌の発行 

北区内のボランティア情報や各種イベント情報などを中心とした情報紙 

「キラッ☆キタッ」を隔月発行し、関係機関窓口等に設置・配布します。 

相談種別 相談日 時間 

一 般 相 談 毎 週 月 ・ 金 曜 日 ９：３０～１２：００ 

司 法 書 士 相 談 
偶数月第 ２ 火 曜 日 

奇数月第２・４火 曜 日 
１３：４５～１５：４５ 

身体障がい者相談 毎 月 第 ２ 木 曜 日 １０：００～１２：３０ 

ひ き こ も り 相 談 年３回開催（予約制）※事前に区だより等で周知 



 
 

（２）ボランティア・市民活動育成事業 (会費、寄付金）１９１［１８６］ 

① ボランティアきっかけづくり講座 

ボランティア活動の入門講座を年数回開催し、個人で活動するボランテ 

ィアの育成やグループ化の支援を行います。 

②「ボランティアカフェ」によるボランティア相談・交流 

              月に 1 回、ボランティアやボランティアをしてみたい人、障がいがある

人などが広報紙などの折り込み作業など行いながら、出入り自由に交流

できる場（ボランティアカフェ）を開催します。併せてボランティアの育

成につながるようボランティア相談も行います。 

③ サマーチャレンジボランティア（ボランティア体験学習） 

新潟市社会福祉協議会の取り組みとして、高校・大学生を対象として社会

福祉協議会の事業に学生が関わる機会を持ち、ボランティア活動を体験

します。 

（３）災害ボランティアセンター研修会 （会費、市補助金）３７９［３０４］ 

災害時における区災害ボランティアセンターの円滑な設置･運営のため､各 

関係団体の協力のもと研修会を行い､地域や各関係機関･団体等とのネットワ 

ークづくりと各団体の役割について学び、それぞれの立場で災害に備えます。 

（４）ボランティア受入施設担当者研修会 

     北区内の福祉施設等のボランティア受入担当者を対象に研修会を開催し、

ボランティアの受入等について情報共有します。また、ボランティア相談

等での連携・協力体制を充実します。 

（５）福祉教育の推進 （会費、寄付金）１２６［２０１］ 

小･中学校､団体､企業等の依頼により､地域の社会資源を活用した福祉教 

育の支援を行います。障がいや高齢に関する理解を深めるだけでなく､地域 

の福祉施設や団体､ボランティアと一緒に学ぶことができるよう支援します。 

（６）ボランティア・市民活動団体交流会 

区社協に登録しているボランティア・市民活動団体や個人ボランティアの 

交流や活動紹介等を目的に交流会を開催します。 

（７）元気力アップサポーター事業 

    ６５歳以上の高齢者が、介護施設などでのサポート活動を通じて介護予防 

の推進を目的とした新潟市の制度です。新規登録希望者の説明会を定期開 

催します。 

 

４ 広報・啓発活動の推進 

（１）北区地域福祉推進フォーラム (会費、共同募金）５８６［３３８］ 

  地域社会の様々な福祉課題について学び、地域共生社会づくりに向けた 

取り組みの啓発の機会として、北区地域福祉推進フォーラムを開催します。 

併せて、区内の地域福祉活動等功労者を対象とした北区社会福祉協議会 

会長表彰式を開催します。 

 



 
 

（２）広報誌・ホームページ等による情報発信 (会費）４００［５０３］ 

北区の全世帯向けの広報として「さわやか通信」を年２回発行し、区社協 

の事業・活動等についてわかりやすく広報します。 

また、多世代に向けた有効な広報手段として、ホームページやフェイスブ 

ック、ツイッター等を活用し区社協の事業・イベントなどの最新情報を発信 

します。 

 

５ 組織運営の充実 

（１）社会福祉協議会一般会員会費及び賛助会員会費の安定的確保 

区社協事業に対し、区民・企業・団体の理解を得るため、様々な機会を捉 

えて広く周知を行い、会員会費の安定的確保に努めます。 

（２）理事会機能の充実・強化  

  区社協の組織運営・事業等について幅広く意見をいただくため、理事会及 

び委員会を開催し、開かれた区社協運営を目指します。 

（３）企画運営委員会   

     理事会の付属機関として、組織運営や事業のあり方など当該年度の喫緊の 

課題について検討を行い、理事会に報告します。 

（４）北区ボランティア・市民活動センター運営委員会 【再掲】 

理事会の付属機関として、北区ボランティア・市民活動センターの運営・ 

事業について、幅広い意見をいただき、理事会に報告します。 

（５）北区民生委員児童委員協議会会長連絡会との連携 

地域住民の身近な相談相手である民生委員児童委員との協働を進めるた 

め、北区民生委員児童委員会長連絡会及び地区民児協定例会に担当職員が

参加し、連携を図ります。 

（６）赤い羽根共同募金運動への協力【団体事務】 

     （社福）新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会北区分会の事務局を置き、 

北区における赤い羽根共同募金運動の推進に協力します。 

（７）豊栄さわやか老人福祉センター及び北区豊栄健康センターの管理運営 

（市委託料）１４，８６２［１４，８６２］ 

令和３年度～令和７年度まで指定管理の指定を受け、各センターの管理・ 

運営を行います。 

（８）介護サービス事業所との連携 

   新潟市社会福祉協議会が運営する介護サービス事業所が豊栄さわやか老 

人福祉センターを拠点にしている利点を活かし、総合支援型社協として相 

談対応などの連携を図ります。 

   事業所名 事業内容 

１ 地域包括支援センターくずつか［市委託］ 総合相談 

２ 北区さわやか介護支援センター ケアマネジメント 

３ 北区さわやか訪問介護センター ヘルパー 

４ 老人デイサービスセンターさわやか デイサービス 



 
 

 


